
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 の あ ら  

ま し  

 

１  イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し て 固 定 資 産 及 び 物 品 の 売 払 い を 行 う 事 務 手

続 （ 以 下 「 固 定 資 産 等 売 却 シ ス テ ム 」 と い う 。 ） に よ る 一 般 競 争 入 札

を 行 う た め 、 入 札 保 証 金 の 納 付 に 代 え て 提 供 さ せ る こ と が で き る 担 保

に 、 固 定 資 産 等 売 却 シ ス テ ム を 管 理 す る 事 業 者 の 保 証 を 追 加 し ま す 。  

 

２  固 定 資 産 等 売 却 シ ス テ ム に よ る 一 般 競 争 入 札 を 行 う 場 合 の 入 札 保 証

金 額 の 算 定 方 法 に つ い て 、 新 た に 定 め ま す 。  

 

３  こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し ま す 。  

 

 

 


